
保育所保育指針の改定について  

保育所が果たすべき役割を再確認し、その役割■機能が適切に発揮できるよう、保育  

の内容の質を高める観点から、指針の内容の改善・充実を図ることが必要。   



保育所保育指針の改定経緯  

保育所運営要領  

保育指針  

文部省・厚生省局長通知  

「保育所のもつ機能のうち、教育に関するものは  

幼稚園教育要領に準じることが望ましい」  

（以降、幼稚園教育要領の改定を踏まえ、整合性を図って改定）  

保育所保育指針制定  

保育所保育指針改定（第1次）  

保育所保育指針改定（▼第2次）  

改定保育所保育指針告示  

○昭和25年  

○昭和27年  

○昭和38年  
二】  

○昭和40年  

○平成2年  

○平成12年  

○平成20年  

同 施行   平成21年4月  



改正前  改正後  

保育所における保育の内容は、  
健康状態の観察、服装等の異常  
の有無についての検査、自由遊び  
及び昼寝のほか、第12条第1項  
に規定する健康診断を含むもの  

とする。  
（昭和23年制定）  
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の 内 容  

○小学校との連携   

一保育の内容のエ夫、′j、学校との積極的な連携、子どもの育   
ちを支えるための資料の送付・活用  

○保育所の役割 
・保育所の役割（目的・理念、子どもの保育   
と保護者への支援など）、保育士の業務、   
保育所の社会的責任の明確化  

○保護考に対する支援  

・保育所の特性や保育士の専門性を生かした保護者支援  

・子どもの最善の利益め考慮、∵保護者とともに子育てに関わる   
視点、保護者の養育力の向上等に結び付く支援の重要性  

○保育の内容、養護と教育の充実  
・養護と教育が⊥体的に展開される保育所   

保育の特性とその意味内容の明確化   

一養護と教育の視点を踏まえた保育のねらい   

と内容め設定  

・保育の内容の大綱化、改善・充実  
・誕生から就学までの長期的視野を踏まえ   

た子どもの発達の道筋  

・健康・安全及び食育の重要性、全職員の   
連携・協力による計画的な実施  
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○計画・評価、職員の資質向上  
・保育実践の組織性・計画性を高めるための「保育課程」の編  

成  

・自己評価の重要性、評価結果の公表  
・研修や職員の自己研鏡等を通じた職員の資質向上、職員   
全体の専門性の向上  

・施設長の責務の明確化  

平成21年4月   

保育所保育指針の施行   

＿」  



新保育所保育指針について   



保育所保育の取組の連動（過程）   



保育所における「自己評価」  

保育所における自己評価の背景  

■＋保育所保育指針（平成20年3月告示－21年4月1日施行）  

保育士等及び保育所の自己評価と自己評価公表の努力義務  

保育内容等の説明責任の明確化 等  

■ 社会福祉法及び児童福祉法における什報提供・評価  

■ 保育所における質の向上のためのアクションプログラム（平成20年3月通知）における  

自己評価の推進と評価の充実  

（自己評価ガイドラインの作成とこれに基づく第三者評価の見直し等）  

「保育所における自己評価ガイドライン」より   7   




